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岩倉市消防施設設置基準

第１ 目 的

この基準は、消防活動の円滑な遂行及び市民を火災から守るため、市内

において開発行為又は建築行為を行う者が設置する消防施設等の設置につ

いて必要な事項を定めるものとする。

第２ 消防水利

 １ 種別

  消防水利の種別は、消火栓及び防火水槽とする。

 ２ 配置

消防水利は、岩倉市宅地開発指導要綱第１５条第１項 iの規定に基づき

配置するものとする。配置数は、消火栓に偏しないようにするものとする。

 ３ 消火栓の位置・構造等

（１）原則として公道に地下式で設置する呼称６５ミリメートルの口径を

有するもので、直径１５０ミリメートル以上の配水管（以下「本管」

という。）に取り付けること。ただし、本管から分岐している７５ミ

リメートル以上の配水管には、１８０メートル以内であれば、本管と

の１つの分岐点に対し、１つの消火栓を取り付けることができる。な

お、本管３箇所で分岐して７５ミリメートル以上の配水管でネットワ

ーク化されている場合は、消火栓が取り付けられていない迂回路があ

る場合に限り、さらに１箇所消火栓を取り付けることができる（図１

参照）。

（２）５メートル以内に標識（図２参照）を設置すること。

（３）蓋の周囲には、幅１５０ミリメートル以上の黄色の路面表示をする

こと。

（４）蓋は、市が指定するものとすること。

（５）工事施工については、事前に消防本部及び岩倉市水道事業と協議

（様式１ -１）して必要な書類等を提出し、岩倉市水道事業の許可を

受けた後で着手すること。

（６）工事完了後は、消防本部及び岩倉市水道事業の確認（様式３）を受

けること｡

 ４ 防火水槽の位置・構造等
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（１）原則、地下式有蓋で、常時貯水量が４０立方メートル以上とし、給

水装置を設けること。

（２）一般財団法人日本消防設備安全センターの認定を受けた二次製品等

防火水槽等とすること。

（３）吸管投入口の中心から道路側端までの距離は、５メートル以下とす

ること。

（４）吸管投入口は、直径が６０センチメートル以上の円形とし、吸管投

入に支障がないものとすること。

（５）吸管投入口の蓋は、車両等の荷重に十分耐えるものとすること。

（６）必要に応じて採水口を設けて常時取水可能な状況にすること。

（７）５メートル以内に標識（図２参照）を設置すること。

（８）工事施工については、事前に消防本部と協議（様式１ -１）して必要

な書類等を 提出し、許可を得た上で着手すること。

（９）工事完了後、消防本部及び必要に応じて岩倉市水道事業の確認（様

式３）を受けること。

５ 消防水利の所有区分

（１）消火栓は、原則として岩倉市に帰属させるものとすること。

（２）防火水槽は、市への帰属もしくは管理委託等について協議（様式２-
１及び様式２-２）するものとする。

第３ 消防活動用空地

 １ 定義

（１）消防活動用空地とは、災害発生時に梯子車が建築物に容易に接近し、

活動するときに、梯子車の性能を十分に発揮するために、専用に設け

た区画をいう。

（２）進入路とは道路から消防活動用空地までのはしご車が進入できる通

路をいう。

２ 配置

消防活動用空地は、岩倉市宅地開発指導要綱第１５条第２項 iiの規定に

基づき配置するものとする。

 ３ 消防活動用空地の位置・構造等

（１）設置位置は、バルコニー又は非常用進入口に面する側とすること。

（２）建築物との水平距離は、１メートル以上、５メートル未満とするこ
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と（図３参照）。

（３）広さは、幅６メートル以上、長さ１２メートル以上とし、原則とし

て長辺を建築物と平行になるように設置すること。

（４）道路に接して設置する場合は、はしご車の進入に必要な隅切り（表

１参照）を設けること。

（５）縦横断勾配は、５パーセント以下とすること。

（６）構造は、総重量２２トンの消防車等が走行するに十分な地盤支持力

（ジャッキ荷重 10kg/c ㎡）を有し、かつ、路面はセメントコンクリー

ト舗装又はアスファルトコンクリート舗装とすること。

（７）地下には、ガス管、水道管等の工作物を設けないこと。ただし、補

強策を講じた場合は、この限りでない。

（８）消防活動用空地には、区画を表示（図４参照）し、標識（図５参照）

を設置すること。

（９）空地及びその周辺の上空には、はしご車の伸梯及び旋回操作に支障

となるものが設置されていないこと。

（１０）工事完了後は、消防本部の確認（様式３）を受けること。

４ 進入路の構造等

（１）道路に接して消防活動用空地を設置できないときは、進入路を設け

ること。進入路の構造は、消防活動用空地に順ずることとし、総重量

２２トンの消防車等が走行するに十分な地盤支持力（輪加重５トン）

を有すること。

（２）最小幅員は４．５メートル以上とすること。

（３）進入路の縦横断勾配は、１０パーセント以下とすること。

（４）道路に接する部分から１２メートル以上は直線とし、取付け角度は

７０度から１１０度の範囲とすること。道路と接する部分に消防活動

用空地の場合と同様に隅切りを設けること。

（５）進入路に交差部又は屈曲部を設けるときはその部分にも前号を適用

すること。

（６）進入路には原則として、くぐりを設けないこと。ただし、やむを得

ず設ける場合は、幅４．５メートル及び高さ４メートル以上のものと

すること。

（７）進入路の周辺には、消防車等の進入に支障となるものを設けないこ
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と。

（８）工事完了後、消防本部の確認（様式３）を受けること。

５ 消防活動用空地の代替措置

 建築物の構造、敷地、周囲の状況等により消防活動用空地の確保が困難

なときは、次のいずれかの代替措置を講じた場合に限り、消防活動用空地

を設置しないことができる。ただし、当該建築物の敷地面積が３，０００

㎡未満の場合に限る。

①全ての階に、避難階（直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。）又

は地上に通ずる二以上の異なった避難経路（以下「二方向避難」とい

う。）を確保した場合

②スプリンクラー設備を設置した場合。（スプリンクラー設備が設置さ

れていない階については、二方向避難を確保すること。）

③非常用エレベーターを設置した場合。

６ 消防活動用空地の設置後の管理

建築物の所有者等は、消防活動用空地及び進入路を常に良好に維持・管

理すること。

第４ その他の消防用設備

１ 中高層の建築物及び共同住宅等にエレベーターを設置する場合は、救

急業務用担架が水平に積載できるように努めること。この場合、事前に

消防本部と協議すること。

２ 共同住宅等において出入口に電気錠設備（オートロック）を設置する

場合は、緊急用解錠装置を設けること。 

附 則

１ この基準は、平成３０年４月１日から施行する。

２ 岩倉市消防施設設置基準（平成２７年４月１日施行）は、廃止する。

  附 則

この基準は、令和３年４月１日から施行する。

附 則

 この基準は、令和５年４月１日から施行する。

   附 則

 この基準は、令和５年９月２６日から施行する。
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i 岩倉市宅地開発指導要綱第 15 条第 1 項 

 事業者は事業区域内の建築物の各部分から半径 120ｍ以内に既設の消

防水利がない場合で、別に定める基準に該当するときは、消火栓又は

防火水槽を設置するものとする。 

【別に定める基準】 

岩倉市宅地開発等に関する指導要綱施行細則第 7 条 

 要綱第 15 条第 1 項に規定する消防水利は、次の各号のいずれかに該

当する場合に設置するものとする。 

(1)建築物の延べ面積が 5,000 平方メートル以上のもの。 

(2)事業区域の敷地面積が 5,000 平方メートル以上のもの。 

(3)その他消防長が必要と認めるもの。 
ii岩倉市宅地開発指導要綱第 15 条第 2 項 

 事業者は、4 階以上かつ延べ面積が 1,000 ㎡以上又は 5 階以上の建築

物については、梯子付消防自動車の進入路及び消防活動用空地を確保

するものとする。



図１ 

 枝状配管

本管より先の分岐の有無にかかわらず、１箇所のみ設置することが出き

る。左の例にあっては、A 又は B のどちらかしか設置できない。

 管網

左右のいずれも、A,B,C のうち、い

ずれか２個所までが設置可能。

A,B,C,D があるときは、E,F は設置不可。B がない時は F の設置は可

能。
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口径 150 ㍉以上

口径 75 ㍉以上

150 ㍉未満
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図２ 

（単位：ｍｍ）

消火栓標識（左）          防火水槽標識（右）

 支柱は何れも高さ 1800 ㍉以上とし、国土交通省の道路標識設置基準に準じて

設置すること。

消火栓の路面表示参考例

消火栓 150 以上 消火栓
150 以上



図３ 

消防活動用空地の設置位置
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図４ 

消防活動空地の表示
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図５ 

消防活動空地の標識

（単位：ｍｍ）

ボルト止め（４箇所）

※ 厚み 2.3mm 以上のアルミニウム合金製

●                                             ●

は し ご 車 専 用 の

消 防 活 動 用 空 地

注

意

ここは、火災・救助等緊急時に使用し

ますので一般車両の駐車はできません。

○○○○管理人 

岩倉市消防本部
●                                           ●    

枠は青色

地は白色

文字は赤色

全

反

斜

地は赤色
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表１ 

隅切数値表

（単位：ｍ） 

Ｂ路幅員

Ａ路幅員 
４.５ ５ ６ ７ ８ 

４ 
ａ ７．５ ４．５ １．９ ０．７ ０ 

b ３．５ ２．８ １．８ ０．８ ０ 

５ 
a ６．５ ３．５ ０．９ ０  

b ２．４ １．７ ０．７ ０  

６ 
a ５．５ ２．５ ０   

b １．６ １．０ ０   

７ 
a ４．５ １．５ ０   

b １．０ ０，５ ０   

８ 
a ３．５ ０    

b ０．７ ０    

Ｂ路

ａ ａ

ｂ ｂ

Ａ路 Ａ路


